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令
和
２
年
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家
庭
系
ご
み
袋
を　
　
　

支
給
し
ま
す

※
受
付
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ��

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

　
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
世
帯
に
、
家
庭

系
ご
み
袋
を
支
給
し
ま
す
。
支
給
対
象
世
帯

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
世
帯
主
に
は
、
申

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
交
付
申
請

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間　
９
月
１
日（
火
）～
１１
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
受
付
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

１５
分

●
受
付
場
所　
住
民
税
務
課
（
役
場
１
階
④

番
窓
口
）

●
支
給
対
象　
令
和
２
年
７
月
１
日
現
在
、

中
山
町
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
で
、
左
記

の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
方
。

⑴
世
帯
構
成
員
全
員
が
令
和
元
年
中
の
所
得

金
額
が
０
円
で
、
①
~
⑤
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯

　
①
令
和
２
年
７
月
１
日
に
お
い
て
、
世
帯

全
員
が
満
6５
歳
以
上
の
世
帯

　
②
１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
所
持
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

　
③
Ａ
判
定
の
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る

方
が
い
る
世
帯

　
④
１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

　
⑤
配
偶
者
と
死
別
ま
た
は
離
別
に
よ
り
、

ひ
と
り
親
と
な
っ
た
方
が
１8
歳
以
下
の

子
（
障
が
い
者
は
２０
歳
未
満
）
を
扶
養

し
て
い
る
世
帯
ま
た
は
両
親
が
い
な
い

状
態
に
あ
る
１8
歳
以
下
の
子
（
障
が
い

者
は
２０
歳
未
満
）
を
扶
養
し
て
い
る
世

帯

※
②
~
④
に
該
当
す
る
方
は
手
帳
を
忘
れ
ず

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶
助
を
受
け
て

い
る
世
帯

⑶
中
国
在
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

お
よ
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
に
規
定
す
る
生
活
支
援
給
付
を

受
け
て
い
る
世
帯

※
未
申
告
等
の
場
合
、
申
告
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
令
和
２
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た

世
帯
に
は
申
請
書
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん

の
で
、
該
当
す
る
場
合
は
前
住
所
地
か
ら

所
得
証
明
書
を
取
得
し
て
い
た
だ
き
、
申

請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

町議会９月定例会が開催されます。住所・氏名を記入するだけでどなたでも傍聴できますので、
お気軽にお越しください。なお、傍聴は先着3０名までとし、マスク着用での入場をお願いします。
９月定例会日程（予定）
　９月１0日（木）　午前１0時～　　一般質問、決算報告等
　９月１１日（金）～１7日（木）　　休会（全員協議会等）
　９月１8日（金）　午前１0時～　　決算認定、補正予算、条例等
●場所　役場大会議室
※�議会日程表・議案項目・一般質問等は、９月２日（水）以降に町公式ホームページの「中山町議会」
に掲載するほか、町の公共施設、一部店舗内にもポスターを掲示しますので併せてご覧ください。

議会を傍聴してみませんか議会を傍聴してみませんか

家庭系

中山町

もやせるごみ袋

家庭系

中山町

もやせるごみ袋

1 2.9.12.9.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



⑴　概要
　�　中小企業・小規模事業者・個人事業主の方が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
業種別ガイドライン等に基づき「新しい生活様式」に対応するための環境整備を行った場合に、
その費用を補助します。

⑵　対象
　　以下の要件をすべて満たしている方。
　①　中小企業・小規模事業者・個人事業主のいずれかの方
　②　町内に本店または支店を有する方
　③�　系統出荷（農業協同組合への出荷）による収入のみによる農業、性風俗関連特殊営業、政
治団体または宗教団体以外の業種を営まれている方

⑶　補助対象経費
　�　令和２年４月７日から令和３年１月１５日までの間に町内事業所において整備・購入した以下
の経費
　①　飛まつ対策設備　②　換気設備　③　移動販売車両等の機械装置
　④　オンラインサービスまたはテレワーク環境等の整備のための専用ソフト、システム
　⑤　衛生用品（マスク、消毒液等）
　⑥　施設整備のための委託料（自ら実行することが困難なもの）

⑷　補助金の額
　　⑶の合計額とし、１事業者につき２万円～２０万円　（千円未満切り捨て）

⑸　申請書類
　①　補助金交付申請書、請求書（両方とも町公式ホームページで公開しています）
　②　支出額とその明細が確認できる書類の写し（領収書・レシート等）
　③　対策後の写真（衛生用品は除く）
　④　②の明細が不明の場合の請求書や納品書
　⑤　申請者（法人・個人）本人名義の口座通帳の写し
　　　※表紙を開いた、カタカナの名義・金融機関と本支店名・口座番号の書かれたページ

⑹　申請方法　郵送または持参

⑺　申請受付締切　令和３年１月１５日（金）まで

※詳しい内容は、町公式ホームページに掲載しています。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
「新・生活様式対応支援補助金」のご案内

【申請書の送付・お問い合わせ先】
　〒９９０－０４９２　中山町大字長崎１２０番地
　　　　　　　　　　　中山町産業振興課　産業振興Ｇ　☎６６２ - ２１１４

22.9.12.9.1



７月28日の大雨による被害を受けた町民の皆さまへ７月28日の大雨による被害を受けた町民の皆さまへ
　大雨被害を受けた世帯を対象に公共料金等の特別措置が実施されています。申込方法や措置の
内容につきましては各ホームページでご確認ください。

Ｎ Ｈ Ｋ…放送料金の免除について（床上浸水以上の建物被害）
東北電力…電気料金の支払期日の延伸等について
義 援 金…令和２年７月山形県豪雨災害義援金について

（今号の折り込みチラシ）

※義援金のみの受付となります。救援物資・物品は取り扱いません。
※この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。

山形県共同募金会による募金
●義援金の名称　令和２年７月山形県豪雨災害義援金
●受付期間　　１２月２8日（月）まで
●義援金受入口座、口座番号等

※お問い合わせ先 町社会福祉協議会　☎６６２ ４３６１

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

ゆうちょ
銀 行 ００１３０－６－３９２７９１ 山形県共同募金会令和２年７月

山形県豪雨災害義援金

山形銀行 本店営業部 （普）３４２２９６８ 社会福祉法人　山形県共同募金会

荘内銀行 山形営業部 （普）１１０８７４６ 社会福祉法人　山形県共同募金会

きらやか
銀 行 桜町支店 （普）２０１８６６８ 社会福祉法人　山形県共同募金会

※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料です。
※山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行の本支店間の窓口からの振込手数料は無料です。
※�上記以外の金融機関からの振込や、ＡＴＭ、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料
は有料です。

●現金書留による義援金の送付先・お問い合わせ先
　〒９９０－００２１
　山形市小白川町二丁目３番３１号　山形県総合社会福祉センター３階
　社会福祉法人　山形県共同募金会　　☎６２２ ５４８２
　現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと、募集期間内の郵便料金は免除になります。

　なお、当社会福祉協議会（山形県共同募金会中山町共同募金委員会）でも義援金を受け付けます。
詳しくはお問い合わせください。

「困ったときはお互いさま」
大規模災害被災者支援義援金募集について
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私
立
高
等
学
校
生
徒
の　

学
費
補
助
に
つ
い
て

※
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ
（
中
央
公
民
館
内
）

�
☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

●�

対
象　
令
和
２
年
６
月
１
日
に
お
い
て
、

私
立
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
生
徒
を

持
ち
、
か
つ
、
中
山
町
に
住
所
を
有
す
る

保
護
者
等
（
父
母
ま
た
は
現
に
そ
の
生
徒

を
扶
養
し
て
い
る
方
）
で
、
左
記
の
事
項

に
該
当
す
る
方

　
①�

令
和
２
年
度
の
町
民
税
が
非
課
税
の
保

護
者
等
（
生
活
保
護
世
帯
を
含
む
）

　
②�

令
和
２
年
度
の
町
民
税
の
う
ち
、
均
等

割
額
（
３
５
０
０
円
）
だ
け
が
課
税
さ

れ
て
い
る
保
護
者
等
（
所
得
割
額
が
課

税
さ
れ
て
い
る
保
護
者
等
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。）

●�

補
助
額　
生
徒
１
人
当
た
り
３
万
円
（
年

額
）

●�

申
請
方
法　
関
係
書
類
を
添
付
し
、
９
月

30
日
（
水
）
ま
で
、
教
育
委
員
会
教
育
課

学
校
教
育
Ｇ
（
中
央
公
民
館
内
）
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
各
私
立
高
等

学
校
、
教
育
委
員
会
学
校
教
育
Ｇ
で
配
付

し
て
い
ま
す
（
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

行
政
相
談
を　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
Ｇ

�
☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●�

日
時　
９
月
９
日（
水
）午
前
１0
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

�

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

イ
ベ
ン
ト
の　
　
　
　
　

開
催
中
止
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
４

　
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
オ
ク
ト
ー
バ
ー

フ
ェ
ス
ト
㏌
中
山
、
お
よ
び
元
祖
芋
煮
会
in

中
山
に
つ
い
て
、
再
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
と
、
７
月
の
水
害
に
よ
り
、

最
上
川
河
川
公
園
が
使
用
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
今
年
の
開
催
は
中
止
し
ま
す
。

歯
周
疾
患
検
診
を　
　
　

　
　
　
　
受
け
ま
し
ょ
う

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�

☎
０
２
３
７
‐
８
４
‐
７
１
０
０

　
山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、

高
齢
期
に
お
け
る
健
康
を
維
持
し
、
食
べ
る

楽
し
み
を
い
つ
ま
で
も
得
ら
れ
る
よ
う
、
歯

を
失
う
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
歯
周
疾

患
の
予
防
を
目
的
に
、
検
診
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
は
、
ぜ

ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

実
施
期
間　
９
月
１
日
（
火
）
～
１2
月
3１

日
（
木
）

●�

場
所　
山
形
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
し
て

い
る
歯
科
医
院

●�
対
象　
昭
和
１9
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
２０

年
３
月
3１
日
生
ま
れ
の
方
で
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方
。
た

だ
し
、
す
で
に
歯
周
疾
患
で
治
療
中
の
方

や
定
期
検
診
を
受
け
て
い
る
方
は
除
く
。

●
受
診
料
金　
無
料

心
配
ご
と
相
談
所
の
開
設

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

�

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

　
あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●�

日
時　
９
月
９
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分

～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
左
記
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
来
庁
前
の
検
温

・
マ
ス
ク
の
着
用

・
来
庁
時
の
手
指
消
毒

・�

発
熱
や
風
邪
の
よ
う
な
症
状
な
ど
体
調
が

悪
い
場
合
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

●
持
ち
物　
受
診
券
、
受
診
票
、
保
険
証

●�

受
診
方
法　
事
前
に
受
診
す
る
歯
科
医
院

に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
「
山
形

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
歯
周
疾

患
検
診
」
で
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
く
だ
さ

い
。

※�

対
象
者
に
は
、
８
月
２１
日
付
で
受
診
券
・

受
診
票
等
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
紛
失
し

た
場
合
お
よ
び
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
左
記
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
来
場
前
の
検
温

・
マ
ス
ク
の
着
用

・
来
場
時
の
手
指
消
毒

・�

発
熱
や
風
邪
の
よ
う
な
症
状
な
ど
体
調
が��

悪
い
場
合
は
来
場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

試
験
に
つ
い
て

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課
下
水
道
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
５

　
山
形
県
下
水
道
協
会
・
第
3０
回
排
水
設
備

工
事
責
任
技
術
者
の
県
内
統
一
試
験
が
行
わ

れ
ま
す
。

●�

日
時　
１１
月
１５
日
（
日
）
午
後
１
時
～
３

時
30
分

●�

場
所　

協
同
の
杜
Ｊ
Ａ
研
修
所
（
山
形

市
東
古
舘
１
２
３
番
地　

☎
６
４
３
‐

１
２
３
８
）

●�

申
込
方
法　

９
月
１
日
（
火
）
～
30
日

（
水
）
ま
で
建
設
課
下
水
道
Ｇ
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

●�

講
習
会　
希
望
者
を
対
象
に
受
験
講
習
会

を
開
催
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【�

時
間
外
乳
が
ん
検
診
・
子
宮
頸
が
ん
検
診

の
お
知
ら
せ
】

　

�

①
や
ま
が
た
健
康
推
進
機
構
（
☎
６
８
８

‐
６
５
１
１
）　
②
９
月
１6
日
、
１0
月
１4

日
、
１１
月
１8
日
、
１2
月
１6
日
、
令
和
３
年

１
月
20
日
（
い
ず
れ
も
水
曜
日
）、
受
付

時
間
：
午
後
５
時
30
分
～
７
時　
③
山
形

検
診
セ
ン
タ
ー　
④
▼
乳
が
ん
検
診
…
マ

英
会
話
教
室

「
大
人
も
し
ゃ
べ
らnight!

」を

　

�

　
開
催
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

●�

日
時　
１0
月
７
日
～
１2
月
９
日
の
毎
週
水

曜
日　
午
後
７
時
～
８
時
30
分　
全
１0
回

（
予
定
）

●
場
所　
中
央
公
民
館

●�

対
象　
町
内
に
在
住
ま
た
は
勤
務
し
て
い

る
１8
歳
以
上
の
方
（
学
生
を
除
く
）

●
講
師　
名
和
ア
ナ
・
マ
リ
ア
氏

●�

内
容　
初
級
･
中
級
向
け
の
英
会
話
教
室

で
す
。
講
師
は
英
語
の
指
導
経
験
が
あ
り
、

日
本
語
で
の
説
明
も
可
能
で
す
。

●
定
員　
先
着
２０
名

●
持
ち
物　
筆
記
用
具
、
辞
書
な
ど

●�

参
加
費　
無
料　

●�

申
込
方
法　
９
月
30
日
（
水
）
ま
で
に
、

中
央
公
民
館
窓
口
に
て
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

●�
そ
の
他　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
を
確
保
し
た
配
置
で
、
講
師
は

フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
受
講
者
は
マ
ス
ク

着
用
の
上
で
実
施
し
ま
す
。

ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査
（
4０
歳
代
・
２
方

向
、
５０
歳
以
上
・
１
方
向
）、
乳
房
超
音

波
検
査
（
4０
歳
代
・
希
望
者
）　

▼
子
宮

頸
が
ん
検
診
…
細
胞
診　
⑤
▼
乳
が
ん
検

診
…
4０
歳
以
上　
▼
子
宮
頸
が
ん
検
診
…

２０
歳
以
上
・
そ
れ
ぞ
れ
町
が
実
施
す
る
人

間
ド
ッ
ク
、
女
性
の
た
め
の
単
独
検
診
受

診
者
は
対
象
外　

⑥
▼
乳
が
ん
検
診
…

4０
歳
代
２
３
５
０
円
（
町
国
保
加
入
者

１
１
７
０
円
）、
５０
歳
以
上
１
５
６
０
円

（
町
国
保
加
入
者
７
７
０
円
）、
乳
房
超
音

波
検
査
…
３
０
８
０
円　
▼
子
宮
頸
が
ん

１
４
７
０
円（
町
国
保
加
入
者
４
２
０
円
）

　

�

⑦
①
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

�

⑧
お
仕
事
や
子
育
て
に
忙
し
く
な
か
な
か

受
診
で
き
な
い
方
で
も
検
診
を
受
診
い
た

だ
け
る
よ
う
、
夕
方
か
ら
の
検
診
を
実
施

し
ま
す
。

【『
や
ま
が
た
縁
結
び
た
い
』
結
婚
相
談
会
】

　

�

①
や
ま
が
た
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

�（
☎
６
１
５
‐
８
７
５
５
）　

②
１0
月
１１

日
（
日
）、
１１
月
８
日
（
日
）　
午
後
１
時

～
４
時
4５
分
（
１
組
4５
分
程
度
）　

③
あ

こ
や
会
館
（
山
形
市
）　

④
婚
活
の
仕
方
、

お
見
合
い
相
手
の
紹
介
な
ど
に
つ
い
て
の

個
別
相
談　
⑤
結
婚
を
希
望
す
る
方
ま
た

は
そ
の
ご
家
族
１０
組
（
予
約
制
）　

⑥
無

料　
⑦
開
催
日
の
２
日
前
ま
で
、
①
に
電

話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

ご利用ください
� 役場本庁舎１階の延長窓口

火曜日・木曜日
（祝日を除く）

午後５時１５分～７時
※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６２ - ２５９３

ご利用できるもの

各種証明書（住民票、戸籍証明書、印鑑
証明書、税関係証明書等）の交付等
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布設から40年以上経過した水道管を地震に強い新しい管へと布設替えします。
工事期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

●工事場所
　右位置図のとおり

●工事期間
　９月上旬
� ～令和３年１月下旬

●交通制限
　片側交互通行

●施工業者
　小松建設（株）中山本店

※お問い合わせ先
　最上川中部水道企業団
　工務課工務係
　☎６６２ - ２１６３

水道管入替工事を実施します

消費生活の窓口から消費生活の窓口から マイナポイントに乗じた詐欺にご注意を！
　マイナポイント事業が９月から実施されます。マイナポイント事業とは、マイナンバーカードを
取得した上で、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービ
ス（ＱＲコード決済や電子マネー、クレジットカードなどのこと）でチャージや買い物をすると、
利用金額の２５％分のポイント（上限５,０００円分）を国が付与する消費活性化策です。マイナポイン
トに関する手続きに伴い、便乗した詐欺が予想されますのでご注意ください。

※ご相談・お問い合わせ先　中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）　☎６６２ - ２５９３

【アドバイス】
◆総務省の職員、町の職員、その関係者等が以下を行うことは絶対にありません！
　・�マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報
を伺うこと

　・通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること　
　・金銭を要求したり、手数料の振り込みを求めること
◆�予約・申込手続の支援はマイナポイント手続スポットで受けましょう。その際、マイナンバーカー
ドの置き忘れやパスワードの管理に注意しましょう。
◆怪しいな？と思ったら、遠慮なくご相談ください。
　〈警察相談専用電話〉＃９１１０　または　最寄りの警察署
　〈消費者ホットライン〉局番なしの１

い

８
や

８
や

番
　〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉０１２０ - ９５ - ０１７８（ダイヤル後、５番を選択）
※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
　総務省ホームページ「マイナポイント事業」
　消費者庁ホームページ「マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください」
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※お問い合わせ先　自衛隊山形募集案内所　☎６３４ - ３４３９

「あおり運転」をされたら「あおり運転」をされたら
� 安全な場所に避難してすぐ１１０番安全な場所に避難してすぐ１１０番
●�無理に逃げようとしたり、張り合ってスピードを上げたりすると、相手の行動がエスカレート
して危険が増すだけです。

●�高速道路ではサービスエリアやパーキングエリアに避難し、一般道路では道路脇の安全な場所
に車を止め、すぐに１１０番通報をしましょう。また、相手からの暴行を避けるため、ドアを
ロックし、窓を開けないようにしましょう。

「他の車両等の通行を妨害する目的」で、
「交通の危険を生じさせるおそれのある方法」により、
「一定の違反」をした場合、道路交通法の一部改正により、
あおり運転（妨害運転〈交通の危険のおそれ〉）に認定されます。
　� 　⇒自転車など軽車両の運転者にも適用されます。

※あおり運転とは…？※あおり運転とは…？

自衛官募集のお知らせ自衛官募集のお知らせ
１．自衛官募集

募集種目 募集資格 受付締切 一次試験

自衛官候補生（男子）
１8歳以上33歳未満 ９月１０日（木）

９月１8日（金）
～

９月２０日（日）
いずれか１日を指定自衛官候補生（女子）

一般曹候補生 １8歳以上33歳未満 ９月１０日（木）

９月１8日（金）
～

９月２０日（日）
いずれか１日を指定

航 空 学 生 海：１8歳以上２3歳未満
空：１8歳以上２１歳未満 ９月１０日（木） ９月２２日（火・祝）

２．自衛官採用制度説明会
　●日時　９月８日（火）　午後５時～７時
　●場所　中央公民館１階　第１研修室
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保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６保健カレンダー ※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６２−２８３６

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

二種混合（ジフテリア・破傷風）/日本脳炎の申込受付について

９月１０日から９月１６日までの一週間は「自殺予防週間」です

９月の日曜当番医

※�日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。

９月１３日（日）午前９時～正午 中山診療所 ☎６６２−５０１１
９月２７日（日）午前９時～正午 秋葉医院 ☎６６３−１０００

●申込期間　９月１日（火）～９月１０日（木）
●対　　象　二種混合　平成２０年４月２日～平成２１年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）…平成１２年１０月２日～平成１９年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期…平成１２年１０月２日～平成１５年４月１日生まれで未接種の方
●�次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。１０月１日から希望した医療機関
で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので届いたら医療機関に予約をいれ
てください）。
　①郵送（〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1　健康づくりＧ宛）
　②�保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてください。
　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、麻しん風しん１期・２期、
水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関希望の場合は健康づくりＧに申込票をお
届けください。接種券を郵送しますので、届いたら医療機関に予約をいれてください）。

　９月１０日から９月１６日の一週間は、自殺対策基本法に基づく「自殺予防週間」です。国内の自殺者数は近年減少傾
向にあるものの、日本の自殺死亡率（＊）は先進国の中で高い状況にあり、社会全体で自殺予防に取り組んでいくこと
が求められています。

令和２年１０月に接種希望の方

事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

総 合 検 診

９/９（水）
受付時間

７：４０～９：３０

保健福祉
センター
検診ホール

向新田、上町、中町、桜町、北小路地区の方
※送迎バス時刻
　�向新田公民館７：１５、上町コミュニティセンター前７：２０、
　中山町役場前７：２５、天国社中山ホール前７：３０、中央公
　民館７：３５
　�中央公民館正面駐車場は緊急用ヘリポートに指定されて
いますので、自家用車でお越しの方は周辺駐車場をご利
用ください。

特定健診、後期高齢者健診、さわやか健診、がん検診を申し込まれた方。
申し込まなかった方で希望する場合は、健康づくりＧにご連絡ください。
●持ち物　�問診票、採尿容器、採便容器、前年度または前々年度の特定健康診査結果、検診

料金。４０歳以上の方は、医療保険証を必ずお持ちください。
◆�詳しくは、「令和２年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧ください（申し込まれた方に
送付しています）。

中山町の自殺の現状
　�平成２２年から２９年までの間、町では平均して年間１．５人が自殺
で命を落とされています。同期間の自殺死亡率は県や全国平均
を概ね下回っていますが、年によってばらつきがみられます。

＊自殺死亡率…人口１０万人あたりの自殺者数
※令和２年３月策定「いのち支える中山町自殺対策計画」より
自殺から大切な人を守るために
　●変化に気付き、声をかける　●本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける（否定しない）
　●相談窓口などの支援先につなげる（下記参照）　●温かく寄り添いながら見守る
こころの悩みを相談できる窓口　※記載がない限り土・日・祝日は原則お休みです。
　●心の健康相談ダイヤル［県精神保健福祉センター］　…☎６３１－７０６０（午前９時～正午、午後１時～５時）
　●こころの健康相談統一ダイヤル［　同上　］　…☎０５７０－０６４－５５６（午前９時～正午、午後１時～５時）
　　※自殺予防週間中（９月１０～１６日）は土曜日・日曜日および正午～午後１時も相談を受け付けます。
　●心の健康インターネット相談［　同上　］　…県精神保健福祉センターのホームページよりアクセス
　●山形いのちの電話［一般社団法人　日本いのちの電話連盟］　…☎０２３－６４５－４３４３（年中無休、午後１時～１０時）
　●精神保健福祉相談［村山保健所］　…☎６２７－１１８４（毎月第３水曜日、午後２時からの予約制個別相談）
　●こころの健康相談［町健康福祉課］　…☎６６２－２８３６（年３回、午後１時３０分からの予約制個別相談）
　　※�精神保健福祉士等が相談に応じます。次回相談日は１０月２２日（木）です。（相談希望の方は１０月１４日（水）まで、

電話でご予約ください。なお、町保健師による相談は随時受け付けています。）

82.9.12.9.1
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※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！
町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

９月１１日（金）
９月２５日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

９月１４日（月）
９月２８日（月） 火・金曜日 木曜日

その他のごみ収集日
※行事や日曜当番医院は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※�ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、素材ごとに分別しましょう。
【９月２１日（月）・２２日（火）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします（該当地区のみ）】
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■中山町民交通安全行動の日
◆総合検診

●いきいきタイム（総合体育館）

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日

◆母子手帳交付　◆定期健康相談

◆総合検診
●いきいきタイム（総合体育館）
■行政相談　○心配ごと相談所
■町議会９月定例会（１８日まで）

●いきいきタイム（総合体育館）
◆食生活改善推進協議会講習会

□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日
◆食生活改善推進協議会講習会
■中山町民交通安全行動の日

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館おはなし会

●いきいきタイム（総合体育館）

敬老の日

秋分の日
□ほんわ館休館日

◆母子手帳交付　◆定期健康相談
◆育児相談　○法律相談
□総合体育館休館日
●いきいきタイム（中央公民館）

●いきいきタイム（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館・勤労文化センター休館日

■�国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療
　保険料（３期）納期限　◆乳児健診　
◆乳がん・子宮頚がん・骨粗しょう症検診
●いきいきタイム（総合体育館）
■中山町民交通安全行動の日

■…町関係�　□…教育委員会関係�　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係�　○…その他
※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

９月

秋葉医院
663-1000
9時〜12時

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・

シュレッダー破砕紙）

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

中山診療所
662-5011
9時〜12時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類


